
 
   

平成２２年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補

に係るファクトシートの作成について 

  

１ 経緯 

平成２２年度の食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価（「自ら評価」）

の案件の選定過程において、情報提供を行うこととされた案件候補のうち以下

の２案件についてファクトシート（科学的知見に基づく概要書）を作成し提供

することとしました。 

 本ファクトシートは、平成２３年度の食品安全確保総合調査により、専門家

の協力を得つつ収集・整理されたハザードに関する科学的知見、海外のリスク

評価の結果、国内外のリスク管理状況等に関する情報のほか、最新の情報も加

え、取りまとめたものです。 

 

［作成とした案件］ 

・ヒスタミン 

・ジビエを介した人獣共通感染症 

 

２ ファクトシートの構成 

 本ファクトシートは、第３７回企画専門調査会（平成２３年２月８日開催）

時の委員の意見を踏まえ、わかりやすいように表を用いて項目別に整理してい

るほか、参考文献リストを付けています。 

資 料 ６ 
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フ ァ ク ト シ ー ト 

《作成日：平成25年2月4日》 

 

 

 

１．ヒスタミンとは 

ヒスタミン（histamine）は分子式Ｃ５Ｈ９Ｎ３、分子量 111.14 の活性アミンで、アミノ酸の一種

であるヒスチジンの誘導体です。マグロ類、カツオ類、サバ類等の赤身魚には、遊離ヒスチジンが

多く含まれています。これらの魚を常温に放置する等、不適切な管理が行われた結果、細菌（ヒス

タミン生成菌a）が増殖し、この細菌によって遊離ヒスチジンからヒスタミンが生成されます。 

ヒスタミンを多く含む魚やその加工品を食べることにより、アレルギー様のヒスタミン食中毒を

発症することがあります。ヒスタミンは熱に安定であることから、一度生成されると焼き物や揚げ

物などの加熱調理済みの食品であっても食中毒が発生します。 

ヒスタミンは、魚やその加工品のほか、ワインやチーズなどの発酵食品にも含まれていることが

あります。 

 

２．ヒトに対する影響 

ヒスタミンを多く含む食品を摂取した場合、通常、食後数分～30分位で顔面、特に口の周りや耳

たぶが紅潮し、頭痛、じんま疹、発熱などの症状を呈しますが、たいてい 6～10時間で回復します。

重症になることは少なく、抗ヒスタミン剤の投与により速やかに治癒します。一般的には、食品100g

当たりのヒスタミン量が 100mg 以上の場合に発症するとされていますが、実際には摂取量が問題で

あり、食中毒事例から発症者のヒスタミン摂取量を計算した例では、大人一人当たり 22～320mg と

報告されています。 

 

３．海外の状況 

コーデックス規格では、遊離ヒスチジン含量が高い魚種の缶詰等に対してヒスタミン濃度の基準

を設定しています。また、欧州、米国、カナダ、オーストラリア・ニュージーランドの各国におい

ても、魚類やその加工品中のヒスタミン濃度の基準を設定しています。 

 

４．国内の状況 

国内では、食品中のヒスタミン濃度の基準は設定されていませんが、各都道府県等における食品

流通等の実態や食中毒の発生状況等を踏まえ、国内に流通する食品や飲食店等の監視指導が食品衛

生法に基づき実施されています。また、食品安全委員会では、ヒスタミンによる食中毒の特徴、原

因、予防法などについて情報提供を行っています。 

 

○ヒスタミンによる食中毒の予防法 

(1)魚を保存する場合は、速やかに冷蔵・冷凍し、常温での放置時間を最小限とする衛生管理を徹底

すること。 

(2)ひとたび蓄積されたヒスタミンは加熱をしても分解しないため、鮮度が低下した恐れのある魚は

食べないこと。 

(3)ヒスタミンが高濃度に蓄積されている食品を口に入れたときに唇や舌先に通常と異なる刺激を

感じる場合があり、その場合は食べずに処分すること。

                                                  
a モルガン菌（Morganella morganii）やクレブシエラ・オキシトカ菌（Klebsiella oxytoca）などが知られています。 

ヒスタミン(概要) 
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ファクトシート（ヒスタミン） 

項目 内容 
参考
文献

1.名称／別名 ヒスタミン（Histamine）／Scombrotoxin  

2. 概 要 （ 用 途 、 汚 染 経
路、汚染される可能性の
ある食品等も記載) 

ヒスタミンによる食中毒は、ヒスチジン(アミノ酸の一種）を多く含む魚を
常温に放置した結果、ヒスタミン生成菌の酵素（ヒスチジン脱炭酸酵素)に
よりヒスチジンからヒスタミンが生成され、そのような魚やその加工品を食
べることにより発症するアレルギー様の食中毒である。 

1 
2 

ヒスタミンの生成には微生物が深く関与しているが、日本の全国食中
毒事件録では化学性食中毒として分類されている。 

ヒスタミンは熱に安定であることから、微生物による食中毒とは異なり、
焼き物や揚げ物などの加熱済みの食品でも食中毒が発生する。 

3 

ヒスタミンによる食中毒はほとんどが魚介類によるものである。イワシ、
マグロ、カジキ、ブリ、アジ等一般にヒスチジンを豊富に含む赤身の魚や
その加工品が原因となる。 

2 

国内における1998～2008年のヒスタミン食中毒事例の届出件数のう
ち、最も事例数が多かった魚種は、マグロ（33％）であり、次いでカジキ
（18％）、サバ（13％）であった。 

3 

近年、食の安全安心志向の高まり、加工残渣の有効利用などの観点
から、魚介類を原料とした天然発酵調味料（魚醤)の製造量が増加してい
る。一般的な魚醤は原料魚に終濃度20％程度の食塩を加え、1年以上発
酵させたもので、麹などを使用する製法も知られている。しかし、発酵調
味料製造過程において、ヒスタミンが蓄積することがある。 

4 

ヒスタミンによる食中毒は主に魚による場合が多いが、魚以外では、チ
ーズ、鶏及びザワークラウトなどによるヒスタミン食中毒も報告されてい
る。この他、ワイン、ビール等のアルコール類、ソーセージ及びサラミ、味
噌、醤油、納豆、トウチ、キムチ等の発酵食品からもヒスタミンが検出され
ており、食中毒への関与の可能性が示唆されている。 

3 

ヒスタミンの前駆物質となる遊離ヒスチジン含量が白身魚では数mg～
数10mg/100gであるのに対し、赤身魚では700～1,800mg/100gと非常に
高い。 

5 

3.注目されるようになっ
た経緯（中毒事例も含
む） 

2009年1月に札幌市の小学校で患者数259人の食中毒が発生するな
ど、最近は保育所や学校が関係する給食施設を原因施設とする大規模
な食中毒の発生が目立っている。 

3 

国内におけるヒスタミンによる食中毒の発生状況 

 件数 患者数 
平成19年 7 73 

平成20年 22 462 

平成21年 12 550 

平成22年 6 32 

平成23年 7 206 

（厚生労働省調べ） 

- 
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項目 内容 
参考
文献

4.毒性に関する科学的知見（国内/国際機関/諸外国）  

(1)体内動態（吸収～排
出までの代謝） 

ヒスタミンは複数の経路で分解される。ジアミンオキシダーゼにより酸
化的に脱アミノ化され、イミダゾールアセトアルデヒドとイミダゾール酢酸
になり、ヒスタミンメチルトランスフェラーゼによりメチル化されてメチルヒ
スタミンとなるか、側鎖がメチル化もしくはアセチル化される。 
 放射標識を施したヒスタミンのヒトへの経口投与試験によると、投与した
放射標識の68～80%が尿中で回収され、幾分かは未分解で糞便中に存
在し、さらに幾分かは腸内細菌で分解されて、肺から放射標識を有する
二酸化炭素として吐き出された。 

6 

(2)毒性  

①暴露経路 
ヒスチジンを多く含む魚を常温に放置した結果、ヒスタミン生成菌の酵

素（ヒスチジン脱炭酸酵素）によりヒスチジンからヒスタミンが生成され、そ
のような魚やその加工品を食べることにより発症する。 

1 
7 
8 

②潜伏・発症期間 

通常、食後数分～30分位で、顔面、特に口の周りや耳たぶが紅潮し、
頭痛、じんま疹、発熱などの症状を呈する。重症になることは少なく、たい
てい6～10時間で回復する。また、抗ヒスタミン剤の投与により速やかに
全治する。 
（注：潜伏期間については、文献9に様々な事例が報告されている。ここで
は、専門家の判断により「数分～30分」とした。） 

9 
10

③症状 
顔面、特に口のまわりや耳たぶが紅潮し、頭痛、じんま疹、発熱などの

症状を呈する。重症になることは少ない。 
2 
9 

④致死率 
国内における1998～2009年1月のヒスタミン食中毒事例の届出におい

ては、死亡者数は0人であった。 
3 

⑤その他 

一般的には（ヒスタミンの含有量が）1,000mg/kg以上の食品で発症する
とされているが、実際には摂取量が問題であり、食中毒事例から発症者
のヒスタミン摂取量を計算した例では、大人一人当たり22～320mgと報告
されている。 
※原典単位は、mg/100g 

9 

5.食品の汚染(生産)実態  

(1)国内 

市販の鮮魚及び魚介類加工品637検体について調査をした結果、66検
体から50～3,400mg/kgの範囲でヒスタミンが検出された。その82％がイ
ワシ類であった。 
※原典単位は、mg/100g 

11

東京都内のスーパー、デパート、一般小売店から購入した各種魚醤油
55検体（輸入品41件、国産品14件）について不揮発性アミン類の調査を
実施した。 

輸入品ではヒスタミンは31件が100mg/kg未満の含有量であり、最高値
は310mg/kgであった。 

国産品では不検出のものが6検体、100～200mg/kgの範囲のものが5
検体と、含有量の多いものと少ないものに二分することが判明した。最高
値は380mg/kgであった。 
※原典単位は、μg/g 

12

農林水産省 
平成22年度、有害化学物質リスク管理基礎調査事業（水産加工品中

のヒスタミン含有濃度実態調査）により、国内で販売された水産加工品
536点を分析した。その結果、大半の試料ではヒスタミン濃度が定量限界
（30mg/kg）未満であったが、塩干品や発酵食品の一部にヒスタミン濃度
が高いものがあることが分かった。 

13
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項目 内容 
参考
文献

(2)国際機関 

国際連合食糧農業機関（FAO）/世界保健機関（WHO）合同専門家会議 
ヒスタミン中毒の原因であると考えられる種々の魚類が特定され、その

中にはヒスタミン中毒を引き起こす可能性のある高濃度のヒスチジンを含
んだ魚類が含まれている。この情報の入手を容易にするために、現時点
でヒスタミン中毒に関係する魚類を最も網羅的に掲載しているリストを作
成した。（2012） 

14

(3)諸外国等 

①EU 

欧州食品安全機関（EFSA） 
欧州地域における主な食品中のヒスタミン濃度は以下のとおりである。

(2011) 
干アンチョビー 348 mg/kg 
魚醤 196～197 mg/kg 
ハードチーズ 25.2～65.1 mg/kg 
発酵野菜 39.4～42.6 mg/kg 
赤ワイン 3.6～3.7 mg/kg 

※平均濃度が高い品目を抜粋して記載 

15

②米国 情報は見当たらない。  

③その他

（オーストリア） 
オーストリアで売られている食品(全1,817検体)のヒスタミン濃度を測定

した。(2001-2006) 
（単位：mg/kg湿重量） 

1) 最大濃度が高い品目を抜粋して掲載 

2) ％＞LOQ（検出限界）：各食品の検体数に対する濃度がLOQを上回った検体数の割合 

3) ％＞200：各食品の検体数に対する濃度が200mg/kgを上回った検体数の割合 

4) ％＞500：各食品の検体数に対する濃度が500mg/kgを上回った検体数の割合 

食品1) 検体数 最小濃度 ％>LOQ2) ％>2003) ％>5004) 最大濃度 

マグロ(生) 327 LOQ以下 13.8 5.2 1.8 5,190 

イワシ(生) 51 LOQ以下 19.6 17.6 11.8 1,510 

マグロ(缶詰) 17 LOQ以下 7.9 1.7 1.1 6,070 

アンチョビー 

(缶詰) 
278 LOQ以下 30.6 1.4 0.7 1,200 

16

6.リスク評価（ADI、TDI、ARｆD、MOE等とその根拠を記載)  

(1)国内 なし  

(2) 国 際 が ん 研 究 機 関
（IARC) 

なし  

(3)国際機関 

FAO/WHO 合同専門家会議 
ヒスタミンの無毒性量（NOAEL）である 50mg（訳注：大人 1 食当たりの

値）が閾値として適切であるとの結論に至った。この量では、健康なヒトで
サバ科魚毒中毒症（ヒスタミンによる食中毒）を発症する懸念はないと考
えられる。また、ヒスタミンは通常数時間以内に体内から排出されるた
め、魚類の継続的摂取による累積的な影響もないとみられる。専門家の
意見を取り入れつつ、入手可能な魚類・水産製品の消費についてのデー
タを基に検討を行い、大半の国における（魚類・水産製品の）1食当たりの
最大摂取量が 250g であるとの合意が得られた。そこでヒスタミンの閾値
50mg と 1 食当たりの最大摂取量 250g を基に、ヒスタミン最大許容濃度を
算出すると 200mg/kg になる。（2012） 

14

FAO  
水産分野におけるリスク評価及びリスク管理の中の生鮮海産物のリス

ク一覧表において、サバ科魚類のリスクを“medium”と評価している。
（2004） 

17
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項目 内容 
参考
文献

(4)諸外国等 

①EU 

EFSA 
「発酵食品の生体アミン生成のリスクに基づいたコントロールに関する

科学的意見」を公表している。文献やEUの摂取量データ等を用いて発酵
食品に含まれる生体アミン（Biogenic amines: BA）の定性的リスク評価を
行ったものである。リスク評価の結果、「公開情報は限られているが、そ
れらを基にして、食品中のヒスタミン濃度が一人一食につき50mg（健康な
ヒトの場合）では、有害健康影響は観察されていない(ヒスタミン不耐症の
ヒトは一人一食につき検出限界以下の量)。」としている。（2011） 

15

②米国 情報は見当たらない。  

③その他

Codex 委員会 
魚醤中のヒスタミン管理のためのガイドラインを作成するにあたっての

基礎資料として妥当な科学的助言の要請を受けて、タイの魚醤中のヒス
タミンについてのリスク評価を実施した。 

200ppmの場合と400ppmの場合でのリスクを比較し、同程度という結果
となった。 (2010) 

18

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関（FSANZ） 
 水産物の一次生産及び加工の基準に関するリスク評価の中で、ヒスタミ
ンを“moderate”と評価（2005年）。Moderateとは、「常に生命を危うくする
ものではなく、後遺症もなく、通常短期間で症状は患者本人に限定的であ
るが、不快感は大きい」と説明されている。（2005） 

19

7.リスク管理（基準値）  

(1)国内 国内での規制値はない。  

(2)国際機関 

Codex委員会 
・マグロ、イワシ等の缶詰や急速冷凍水産加工品等 
腐敗基準：検体のヒスタミン濃度の平均値が100mg/kgを超えないこと 
衛生及び取扱基準：検体のヒスタミン濃度がいずれも200mg/kgを超えな
いこと 
※原典表記はmg/100g 

20
～
28

Codex委員会 
・魚醤 
衛生及び取扱基準：検体のヒスタミン濃度がいずれも400mg/kgを超えな
いこと 
※原典表記はmg/100g 

29

(3)諸外国等 

①EU 

１ロットあたり9検体について検査を行い、以下の基準で判定 
ヒスチジン含有量が多い魚類由来の水産食品 
･全ての検体の平均値が100mg/kgを超えない 
･うち2検体は100mg/kg以上200mg/kg未満でも可 
･全ての検体が200mg/kgを超えない 

ヒスチジン含有量が多い魚類を塩水中で発酵させた水産製品 
･全ての検体の平均値が200mg/kgを超えない 
･うち2検体は200mg/kg以上400mg/kg未満でも可 
･全ての検体が400mg/kgを超えない 

30

②米国 

・腐敗しているか否かを判断するための基準 
マグロ、シイラ：少なくとも2検体でヒスタミン濃度が50mg/kg以上 
マグロ、シイラ以外の魚：少なくとも2検体でヒスタミン濃度が50～

500mg/kg 
・健康への有害影響：1検体が500mg/kg以上 
※原典単位はppm 

31
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項目 内容 
参考
文献

③その他

(カナダ) 
・アンチョビー、魚醤、発酵させた魚ペースト：200 mg/kg 
・その他魚類及び魚製品：100 mg/kg 
※原典単位はmg/100g 

32

(オーストラリア・ニュージーランド) 
魚及び魚製品中のヒスタミン濃度の上限値：200mg/kg 

33

(中国) 
厚生労働省「対中国輸出水産食品の取り扱いについて」（平成21年11月
10日付け食安発1110第1号） 

中国向け輸出水産食品の取扱要領に基づく衛生証明書を発行する際
の検査基準としてヒスタミンが定められている。 

サバ（生鮮品・冷凍品）：1,000mg/kg以下、その他の魚類（生鮮品・冷凍
品）：300mg/kg以下 
※原典単位はmg/100g 

34

8.リスク管理（基準値を除く。汚染防止・リスク低減方法等も記載）  

(1)国内 

食品安全委員会 
ヒスタミン食中毒の対策について「魚を保存する場合は、速やかに冷

蔵・冷凍し、常温での放置時間を最小限とする衛生管理を徹底する。ひと
たび蓄積されたヒスタミンは加熱をしても分解しないため、鮮度が低下し
た恐れのある魚は食べないこと。また、ヒスタミンが高濃度に蓄積されて
いる食品を口に入れたときに唇や舌先に通常と異なる刺激を感じる場合
があり、その場合は食べずに処分すること。」としている。 

1 

厚生労働省 
都道府県知事等は、必要があると認めるときは営業者その他の関係

者から必要な報告を求め、営業上使用する食品等の検査を行うことがで
きるとされており、国内に流通する食品や飲食店等の監視指導は、各都
道府県等における食品流通等の実態や食中毒の発生状況等の地域実
情を踏まえ策定した監視指導計画に従って、施設への立入調査、製品の
収去検査等を実施している。（食品衛生法第24条、第28条） 

35

厚生労働省 
魚肉練り製品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関し、総合衛生管

理製造過程※の承認を得た施設では、危害物質として、ヒスタミンが含ま
れないよう措置しなければならないとされている。（食品衛生法第13条、
同施行規則第13条第2号イ及び別表第2） 
※総合衛生管理製造過程：HACCPの概念を取り入れた厚生労働大臣による承認制度。 

35
36

厚生労働省 
「インドネシア産切り身魚類の取り扱いについて」（平成20年12月3日付

け食安輸発第1203001号）において、「検査の結果、コーデックス基準に
おける安全性指標である200ppm（200mg/kg）を超えてヒスタミンが検出さ
れた場合、輸入者に対し当該貨物の積み戻し等を指導すること」としてい
る。 
（注：この通知自体は、特定製造者の製造した切り身マグロに関してヒスタミンの自主検査

の実施を指導するよう求めたもの） 

37

農林水産省 
優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに、ヒスタミンを

掲載している。 
38
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項目 内容 
参考
文献

農林水産省 
「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」において、2010

年度より「バイオジェニックアミン類(生体アミン類)蓄積抑制技術の開発に
よる日本産水産物の競争力強化」研究を進行中である。本研究は、生体
アミン類（ヒスタミンを含む）が蓄積しない製造・管理技術を開発し、日本
産水産物の付加価値向上、国際競争力の強化、食料自給率の増加に寄
与することを目的としている。 

39

農林水産省 
平成23年度から平成27年度までの5年間における、サーベイランス・モ

ニタリング中期計画を作成し、水産加工品中のヒスタミンを優先度A（期間
内にサーベイランスを実施）としている。 

40

（社）大日本水産会 
ヒスタミン食中毒防止マニュアルを作成している。 

41

(2)国際機関 

FAO/WHO 合同専門家会議 
ヒスタミン生成及びヒスタミン中毒の管理は容易に行うことができるとの

結論を下した。ヒスタミン中毒のリスクを軽減する最善の方法は、適正衛
生規範を導入することであり、可能であればHACCPシステムを導入する
ことである。適正なサンプリング計画とヒスタミン検査を用いて、HACCPシ
ステムの妥当性を検証し、管理手法の有効性を確認し、システムの欠陥
を検出すべきである。（2012） 

14

(3)諸外国等 

①EU 

フランス食品衛生安全庁（AFSSA） 
ヒスタミン・サーベイランスプラン改善提案についての意見書を提出

（2009） 
42

英国食品基準庁（FSA） 
2010年夏、ヒスタミン食中毒(原著はscombrotoxic fishと記載)が増えて

いることを受け、防止のためには喫食するまでの間の微生物管理が重要
であり、魚類や水産製品を適切に冷蔵するなどして、腐敗やヒスタミン生
成を防ぐことが重要であることを、ケータリング業者や消費者に注意喚起
した。（2010） 

43

②米国 

米国食品医薬品庁(FDA) 
魚類・水産製品の加工業者によるHACCPプランの作成を支援するため

に「魚・水産製品ハザード及び管理ガイド：Fish and Fisheries Products 
Hazards and Controls Guidance」を公開している。2011年4月に第4版に改
訂された。水産物のハザードのひとつとして、ヒスタミン(原著は
Scombrotoxinと記載)があげられている。 

10

FDA 
食品中の病原微生物と天然毒素についてのハンドブック"Bad Bug 

Book" に お いて 、 Natural Toxins の ひ とつ と し て ヒスタ ミ ン (原著は
Scombrotoxinと記載)が掲載されている。（2012） 

44

米国疾病管理予防センター(CDC) 
食中毒サーベイランスデータを公表している。米国における近年のヒス

タミン中毒事例件数と患者数は2006年 31件（患者数 111名）、2007年 
17件（患者数 48名）、2008年 10件（患者数 51名）であった。 

45

CDC 
海外旅行者向け医療情報冊子(Yellow Book)において、海産物毒素か

らの食中毒」の項目においてヒスタミン(原著はScombroidと記載)情報を
記載している。(2011) 

46

③その他
FSANZ 

2000～2010年の食品リコールに関する情報を公表している中で、原因
の一つに「ヒスタミンなどの生物毒」を挙げ、注意喚起している。 

47
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項目 内容 
参考
文献

9.分類学的特徴 －  

10.生態学的特徴 －  

11.生息場所 －  

12.参考情報  

(1)物質名(ＩＵＰＡＣ) 1H-imidazole-4-ethanamine  

(2)ＣＡＳ名／ＣＡＳ番号 1H-imidazole-4-ethanamine / 51-45-6 48

(3)分子式／構造式 

C5H9N3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)物理化学的性状  

①性状 結晶～粉末及び小塊又は顆粒、白色～黄褐色 49

②融点（℃） 約80℃ 49

③沸点（℃） 167℃ (1.06hPa) 49

④比重(g/cm3) データなし 49

⑤溶解度 溶媒に対する溶解性 : 水、エタノール及びアセトンに溶ける。 49

(5)前処理・加工・調理に
よる影響 

加熱調理によって、ヒスタミン産生菌は死滅し、酵素は不活化するが、
一旦魚肉の中でつくられたヒスタミンは熱に強くほとんど分解されない。 

ヒスタミン生成菌が持っているヒスチジン脱炭酸酵素は冷凍状態でも
安定であるといわれている。この酵素は冷凍の状態では働かないが、冷
蔵温度帯では活性があり、解凍後に急速に働き出し、ヒスタミンの生成が
進むとの報告もある。 

41

国内における1998～2008年のヒスタミン食中毒事例の届出によると、
国内のヒスタミン食中毒事例の調理方法では、焼き物及び揚げ物の事例
が多く、特に照焼や漬焼などの加熱前に調味液への漬け置きの作業が
行われた事例が全体の約1/3を占めた。 

3 

(6)備考 

ヒスタミン食中毒を防ぐための3つのポイント 
・低温管理(施氷、水氷中に保管する)。 
・常温での解凍はしない。 
・常温や冷蔵の状態で加熱調理まで長時間放置しない。 

41
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フ ァ ク ト シ ー ト 

《作成日：平成25年2月4日》 

 

 

 

 

１．ジビエとは 

ジビエとは、狩猟の対象となり、食用とする野生の鳥獣、又はその肉のことです。 

日本では、農作物や生活環境保護の観点から捕獲された野生動物の食材としての利用、及びジ

ビエ嗜好から、狩猟肉を一般の人が口にする機会が増えてきており、主にシカ、イノシシなどの

野生動物が捕獲されて食用に供されています。シカ肉やイノシシ肉は、高タンパク、低脂肪の肉

であり、適切に血抜き処理された個体の肉はにおいもなく、味も良いことから、地域振興のため

の有望な資源として活用しようとする地域もみられます 1)2)。 

 

表１ 狩猟による主な野生動物の捕獲数 3)       （単位：頭） 

年度 イノシシ シカ クマ 

平成 18年度 145,700 118,300 300 

平成 19年度 134,800 121,500 600 

平成 20年度 170,100 135,400 600 

平成 21年度 159,800 157,400 400 

平成 22年度(暫定) 228,300 168,100 400 

（環境省調べ） 

 

２ ジビエを介した人獣共通感染症 

人獣共通感染症とは、自然条件下でヒトにも動物にも感染する感染症のことで、病原体は、ウ

イルス、細菌、寄生虫と多岐にわたります。日本においてジビエを介して発症した人獣共通感染

症として、加熱不十分な野生シカ肉や野生イノシシ肉を食べたことが原因とみられる E型肝炎や

腸管出血性大腸菌 O157 感染症などの事例があります（表 2参照）4)5)6)7)。また、イノシシ肉の生

食による寄生虫（ウェステルマン肺吸虫）の感染が知られています 8)。 

シカ、イノシシなどの野生動物の肉は中心部まで火が通るよう、十分に加熱することにより、

ほとんどの有害微生物は死滅することが確認されています 9)。 

ジビエを食品として利用する場合には、捕獲、処理、加工、流通、消費の各段階で衛生的に処

理をする必要があります。また感染症の発生を予防するため、調理時の加熱処理（生食の禁止）

や器具の消毒など、店舗や一般家庭においても取扱いに充分注意する必要があります。10) 

 

＜参考資料＞ 

付表 1：ジビエの取扱い及び摂食に係る危害要因のリスク評価結果（英国食品基準庁）  

付表 2：人獣共通感染症に関する情報 

ジビエを介した人獣共通感染症 
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表 2 日本におけるジビエが原因で発生した人獣共通感染症事例 4)5)6)7) 

 

年 場所 原因食品 感染症 患者数
（死者数） 

昭和 56 三重県 冷凍ツキノワグマの刺身 トリヒナ（旋毛虫）症 172 人（0人）

平成 12 大分県 シカ肉の琉球a サルモネラ症 9人（0人）

平成 13 大分県 シカ肉の刺身 腸管出血性大腸菌（ベロ毒素
産生）感染症 

3人（0人）

平成 15 兵庫県 冷凍生シカ肉 Ｅ型肝炎 4人（0人）

平成 15 鳥取県 野生イノシシの肝臓（生） Ｅ型肝炎 2人（1人）

平成 17 福岡県 野生イノシシの肉 Ｅ型肝炎 1人（0人）

平成 20 千葉県 野生ウサギ（の処理） 野兎病 1人（0人）

平成 21 茨城県 シカの生肉 腸管出血性大腸菌（ベロ毒素
産生）感染症 

1人（0人）

 

 

３．海外におけるリスク管理状況 

（１）コーデックス委員会 

食肉衛生規範において、野生狩猟鳥獣の取扱いについて規定しています 11)。 

（２）米国 

適正な規制下で農場飼育された狩猟鳥獣の肉のみ販売が許可されています。人の手が全くかか

っていない完全な野生動物は、連邦法や州法に従い捕獲されたものであっても販売することがで

きませんが、個人的に消費することについての規制はありません。米国農務省（USDA）では、狩

猟野生動物について、動物種毎に調理法、適正温度等を記載したファクトシートを公表していま

す 12)。 

（３）欧州連合（EU） 

ＥＵ規則「動物由来食品の特定衛生規則について」の附則Ⅲ第 3章で農場飼育された狩猟鳥獣

の肉、第 4章で野生鳥獣の食肉について取り上げられており、狩猟者の教育や大型野生動物、小

型野生動物の取扱いや生産体制構築のための要件が規定されています 13)。また、ＥＵ加盟国にお

いて旋毛虫（トリヒナ）属の寄生虫のほとんどは野生動物間に広がっており、ヒトの感染の多く

は未検査の狩猟肉によって起きています。このため、動物と食品における旋毛虫（トリヒナ）属

のモニタリング及び届出のための統一様式の開発についての科学報告書が2010年1月に公表され

ました 14)。 

（４）オーストラリア 

食用野生狩猟鳥獣肉の衛生的生産に関する基準が制定されています 15)。 

 

                                                  
a 琉球：大分県の家庭料理で、ブリやサバなどの刺身をしょうゆ、ショウガ、ごまを入れた漬け汁に浸し、しばら

く置いたもの。 
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４．日本におけるリスク管理の状況 

豚や牛などの家畜や鶏、あひるなどを食肉にするには「と畜場法」16)や「食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関する法律」17)が適用されます。と殺・解体処理を行う施設は、厚生省令 18)19)

で定められた施設基準に適合すると畜場又は食鳥処理場の許可を受けることが定められています。

一方、野生動物の場合は「と畜場法」や「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」の

対象ではありませんが、食肉として流通させる場合には、「食品衛生法」20)の規定を遵守すること

が必要となっています。 

14の道府県（一部市町村）において、捕獲獣肉の衛生管理等に関して手順や考え方などをまと

めたマニュアル、ガイドラインが整備されています 10)。 

農林水産省では、平成 23年 3月に「野生鳥獣被害防止マニュアル－シカ、イノシシ(捕獲獣肉

利活用編)－」を発行し、衛生管理を含めた様々な情報を提供しています 10)。 

厚生労働省では、平成 23年度より、食品の安心・安全確保推進研究のひとつとして「野生鳥獣

由来食肉の安全性確保に関する研究」に取り組んでいます 21)。 

 

（参考・ジビエにおける放射性物質のリスク管理について） 

東京電力福島第一原子力発電所事故を原因として宮城県産及び福島県産のイノシシの肉から暫

定規制値を超過する放射性物質が検出されたことを受け、厚生労働省は、関係県の衛生主管部（局）

に対して、関係部局と調整の上、食用に供する野生鳥獣の捕獲状況を踏まえ、モニタリング検査

を強化するよう依頼しています 22)。また、環境省は、都道府県鳥獣保護行政担当部（局）長に対

して、有害鳥獣捕獲や狩猟活動等で捕獲した鳥獣を肉として食用に供する（自家用も含む）こと

については、各都道府県の食品行政部局や農政部局等と連携・協力の上、適切に対応するよう通

知しています 23)。 

なお、基準値を超える放射性物質が検出された食品については、原子力災害対策特別措置法に

基づく原子力災害対策本部長の指示に基づき、状況に応じて、出荷や摂取の制限が行われます。

出荷や摂取の制限が行われている食品の種類や地域に関する情報提供がホームページ等で行われ

ています 24)。
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＜参考資料＞ 

 

付表 1 ジビエの取扱い及び摂食に係る危害要因のリスク評価結果（英国食品基準庁）25) 

（人獣共通感染症に係る危害要因のみ記載） 

 

危害要因 動物の種類 人の健康に悪影響を与える可能性***) 

病原性大腸菌 O157 
Escherichia coli O157 

野鳥類*) 取扱い：非常に低い  摂食：低い 

野ガモ 取扱い及び摂食：非常に低い 

野生シカ 取扱い：非常に低い  摂食：低い 

野生小動物**) 取扱い及び摂食：無視できない 

サルモネラ属菌 

Salmonella spp. 

野鳥類*) 取扱い：低い  摂食：低い、ただし、キジは無視できない 

野ガモ 取扱い及び摂食：低い 

野生シカ 取扱い及び摂食：非常に低い 

野生小動物**) 取扱い及び摂食：非常に低い 

カンピロバクター・ 

ジェジュニ 

Campylobacter jejuni 

野鳥類*) 取扱い及び摂食：無視できない 

野ガモ 取扱い及び摂食：無視できない 

野生シカ 取扱い及び摂食：非常に低い 

野生小動物**) 取扱い及び摂食：低い 

オウム病クラミジア 
Chlamydophila (Chlamydia) 
psittaci 

野鳥類*) 取扱い：無視できない(特にハト)  摂食：無視できる 

ボツリヌス菌 
Clostridium botulinum 

野ガモ 取扱い及び摂取：無視できる 

鳥型結核菌 
Mycobacterium avium 

野鳥類*) 取扱い及び摂取：非常に低い 

野ガモ 取扱い及び摂取：非常に低い 

野生シカ 取扱い及び摂取非常に低い 

ウシ型結核菌 
Mycobacterium bovis 

野生シカ 取扱い及び摂取：低い 

仮性結核菌 

Yersinia 
pseudotuberculosis 

野生小動物**) 取扱い及び摂食：低い 

*)  ライチョウ、キジ、ヤマウズラ、ハト、ヤマシギ、シギ 

**) アナウサギ、ノウサギ 

***)人の健康に悪影響を与える可能性が、無視できない（non-negligible）、低い（low）、非常に低い（very 

low）、無視できる(negligible)の 4 区分で評価されている。
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＜参考資料＞ 

 

付表 2 人獣共通感染症に関する情報 
 

日本におけるジビエが原因で発生した人獣共通感染症事例（表 2）及び英国食品基準庁がリスク評価

を行った危害要因（付表 1）が原因で発生する主な人獣共通感染症について五十音順に整理した。 
 

人獣共通感染症 

[危害要因] 
主な症状 致死率・転帰等 

E 型肝炎 

 

[E 型肝炎ウイルス] 

不顕性感染が多いとされている（特に若年者）。肝炎を

発症した場合の臨床症状は A 型肝炎に類似し、高率に

黄疸を伴う。平均 6 週間の潜伏期の後に（まれに数日の

倦怠感、食欲不振等の症状が先行することもある）、発

熱、悪心・腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪

化（トランスアミナーゼ上昇・黄疸）が現れ、大半の症例

では安静臥床（ベッドの上で動かずに安静を保つこと）

により治癒するが、まれに劇症化するケースもある。9) 

致死率は 1～3%と A 型肝炎

の約 10 倍であり、特に、妊

婦は重症化しやすく、妊娠

第三期（後期）での致死率

は 15%-25%と非常に高いこ

とが報告されている。26) 

ウェステルマン肺吸虫

感染症 

 

[ウェステルマン肺吸虫] 

ウェステルマン肺吸虫（3 倍体型）の感染の場合、虫体

は肺の虫嚢内で成熟するため、魚腸様の血痰を喀出す

る。ウェステルマン肺吸虫（2 倍体型）の感染では、自然

気胸、胸水貯留、胸痛などが主な症状であることが多

い。肺以外の異所寄生の場合は、虫体の侵入部位に応

じた症状が発現する。26) 

情報なし。 

エルシニア症 

 

[仮性結核菌] 

一般的には胃腸炎症状を示すが、東アジアではその他

に発疹、結節性紅斑、咽頭炎、苺舌、四肢末端の落屑、

リンパ節の腫大、肝機能低下、腎不全、敗血症など多

様な症状を呈することが多い。27) 

敗血症で死亡した事例は報

告されているが、致死率は

低い。27) 

オウム病 

 

[オウム病クラミジア]  

突然の発熱で発病。発熱、頭痛、咳、粘液性の痰、筋肉

痛、関節痛、発汗などから気管支炎・肺炎を起こす。28) 

治療が遅れると悪化する。
28) 

カンピロバクター感染

症 

 

[カンピロバクター・ジェ

ジュニ] 

 

カンピロバクター感染症の症状は他の感染性腸炎と類

似し、腹痛、頭痛、発熱、悪心、嘔吐、倦怠感などが見

られ、多くは水様性下痢を認めるが、粘液便や血便を示

すこともある。まれに合併症として敗血症、菌血症、関

節炎、肝炎、胆管炎、髄膜炎、腹膜炎、虫垂炎、流産、

尿 路 感 染 症 、 ギ ラ ン ・ バ レ ー 症 候 群 （ GBS ） 、

Miller-Fischer 症候群（MFS）などを起こすことがある 27)。

下痢、腹痛の主症状が約

80％の患者に認められる

が、当該症状は 5 日程度で

緩解するものであり、死亡

例は極めて少ないものとさ

れている。29)  

結核 

 

[ウシ型結核菌] 

咳嗽（がいそう）、喀痰、発熱、胸痛、リンパ節の腫脹

等。28) 

感染を受けても多くのヒトは

発病しないが、菌は体内で

生存し、10 年～数十年後に

発病することがある。28) 

サルモネラ症 

 

[サルモネラ属菌] 

サルモネラ症の臨床症状は多岐にわたるが、最も普通

にみられるのは急性胃腸炎である。通常 8～48 時間の

潜伏期を経て発症するが、サルモネラ・エンテリティディ

ス感染では 3～4 日後の発病も珍しくない。症状はまず

悪心及び嘔吐で始まり、数時間後に腹痛及び下痢を起

こす。下痢は 1 日数回から十数回で、3～4 日持続する

が、1 週間以上に及ぶこともある。小児では意識障害、

痙攣及び菌血症、高齢者では急性脱水症及び菌血症

を起こすなど重症化しやすく、回復も遅れる傾向があ

る。30) 

死亡率は 0.1～0.2％で、死

因は内毒素によるショックで

ある。死亡例は高齢者及び

小児に多い。31) 



 

6 

人獣共通感染症 

[危害要因] 
主な症状 致死率・転帰等 

トリヒナ(旋毛虫)症 

 

[トリヒナ(旋毛虫)] 

・消化管侵襲期  

ヒトが感染肉を食べると幼虫が脱嚢（だつのう）し、直

ちに消化管粘膜に侵入して成虫となり幼虫を産みはじ

める．この時期の症状は消化器症状が主で、悪心、腹

痛、下痢などを訴える。27) 

・幼虫筋肉移行期  

幼虫が体内を移行し筋肉へ運ばれる時期で、感染後

2～6 週の間に見られ急性症状を呈する。すなわち眼窩

周囲の浮腫、発熱、筋肉痛、皮疹、高度の好酸球増加

(50～80%に達する)が現れる。筋肉痛は特に咬筋、呼吸

筋に強く、摂食や呼吸が妨げられる。また幼虫の通過に

より心筋炎を起こし、死亡することがある。27) 

・幼虫被嚢b期  

幼虫が身体各所の横紋筋で被嚢する時期で、感染後

6 週以後である。軽症の場合は徐々に回復するが、重

症の場合は貧血、全身浮腫、心不全、肺炎などを併発

し死亡することもある。27) 

摂取した幼虫の数に重篤性

は依存している。近年では

0.2%と報告されているが、

1850 年代のドイツでは 17～

30％の死亡率を記録してい

た。27) 

非結核性抗酸菌症 

 

[鳥型結核菌] 

皮膚やリンパ節が侵されることがあるが、大部分は肺の

病気で、進行すると、咳、痰・血痰、全身のだるさ、微

熱、体重の減少などの症状が現れる。放置すると数年

かけて徐々に悪化し、その結果、呼吸困難になることが

ある。症状は軽く、進行もゆっくりしている。32) 

感染したとしても、発病には

いたらないことが多い。抵抗

力が著しく落ちたときなどに

は、体内の菌が活動を始

め、発病することがある。32) 

病原性大腸菌感染症 

 

[病原性大腸菌] 

・腸管出血性大腸菌(EHEC) 

腹痛と頻回の水様下痢の腹部症状で始まり、38～

61％で鮮血便を伴う出血性大腸炎を呈する。発熱は 18

～42％。下痢発症後 5～9 日を経過すると、6～8％の頻

度で溶血性 尿 毒症症 候群（ HUS：hemolytic uremic 

syndrome）や脳症などの合併症を併発する。33) 

・腸管病原性大腸菌(EPEC) 

発熱、倦怠感、嘔吐、粘液便を伴った下痢。33) 

・腸管毒素原性大腸菌(ETEC) 

コレラ様の水様下痢。発熱は認めない。33) 

・腸管侵襲性大腸菌(EIEC) 

下痢、発熱、倦怠感。下痢は一般に 1 週間前後持続

し、水様下痢から血性粘液便へと進行する。血便を伴

わない場合も多い。しぶり腹と腹痛を伴うが、赤痢でみ

られるような激しい血便はまれ。発熱（38～39.5℃）は 1

～2 日程度で解熱する。33) 

・腸管凝集性大腸菌(EAggEC) 

持続性水様下痢。30％で血性下痢を認める。27) 

・びまん付着性大腸菌(DAEC) 

血便を伴わない水様下痢。27) 

腸管出血性大腸菌(EHEC):

平成 23 年の腸管出血性大

腸菌(VT(ベロ毒素）産生)食

中毒総患者数は 714 名で死

者は 7 名であった。34) 

 

ほとんどの EHEC 感染症患

者は適切な治療により回復

するが、小児患者の 3～5％

が死亡 すると の記述 もあ

る。27) 

ボツリヌス症 

 

[ボツリヌス菌] 

神経麻痺症状（視力低下、かすみ目・複視（眼調節麻

痺、対光反射の遅延・欠如、口渇、嗄声、発語障害、嚥

下障害、腹部膨満、頑固な便秘、尿閉、著しい脱力感、

四肢の麻痺がみられ、次第に呼吸困難に陥って死に至

ることがある）。27) 

3.8%（いずし中毒42事例，抗

毒素療法導入後）。27) 

野兎病 

 

[野兎病菌(Francisella 

tularensis)] 

インフルエンザ様の発熱、悪寒、頭痛、倦怠感のほか、

感染経路によってさまざまな症状を呈する。リンパ節腫

脹を伴うもの（潰瘍リンパ節型、リンパ節型、扁桃リンパ

節型、眼リンパ節型、鼻リンパ節型）とリンパ節腫脹を伴

わないもの（チフス型、肺型、胃型）がある。35) 

F.tularensis subsp. tularensis で

は、治療しない場合の致死

率は 5～10％。F.tularensis 

subsp. holarctica は、ヒトに対

して致死的ではない。35) 

                                                  
b 被嚢（ひのう）：下等な生物で、体表に堅固な膜をつくり一時的に休止状態となること。 
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